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１．本指針の趣旨 

 

 本指針は、清瀬市の指定管理者制度を導入した公の施設について、当該施設

の管理に関するモニタリングの考え方及び実施方法について定めるものである。 

 指定管理者制度は、民間活力の導入によって市民サービスの向上を期待する

ものであるが、対象となる施設自体は、市が設置及び管理の責任を負う公の施

設である。そのため市は、指定管理者による施設の管理運営状況について、定

期又は随時に監査や評価、改善に向けた指導等を行う必要がある。本指針に沿

って、モニタリングを実施することにより、指定管理者制度導入施設の適正な

管理運営を保ち、市民サービスを継続的に向上させることを目的とする。 

 

 

２．モニタリングの定義 

 

 モニタリングとは、指定管理者が法令や条例等を遵守し、事業計画や各種協

定等を確実に履行しているかを審査するとともに、市民サービスの水準や費用

対効果、施設の価値を最大限に高めているか等の包括的な観点から、市が指定

管理者を評価することである。 

 

 

３．モニタリングの目的 

 

 モニタリングの主な目的は次の４点である。 

 

① 指定管理者が法令や条例等を遵守しているかを監査すること 

② 民間活力の導入効果（市民サービスの水準、費用対効果等）を測定すること 

③ 行政の視点から管理運営状況を評価し、改善すべき課題を抽出すること 

④ 管理運営状況の優良な指定管理者にインセンティブを与えること 
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４．モニタリングの法的根拠 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条において、指定管理者は、

毎年度終了後、管理業務に関する事業報告書を作成し、市に提出することが義

務づけられている。また、市は指定管理者に対し、業務又は経理の状況に関し

て報告を求め、実地調査又は必要な指示をすることができ、指示に従わないと

きは、指定の取り消し、管理業務の停止等を命ずることができるとしている。 

 市は、当該法に基づきモニタリングを実施するため、モニタリングを通して

行う指示・指導等は法的効力を具備する。 

 

５．モニタリングの流れ 

 

 指定管理者が各年度の事業計画書に基づいた管理運営を行っているかを評価

するため、モニタリングは年度終了後に行うこととする。 

 なお、モニタリングの客観性と公平性を高めるため、複数の視点から評価す

ることが望ましい。そのため、モニタリングは次の３段階に分けて実施する。 

 

 ※モニタリングの段階と評価者 

 評価者 内容 

一次評価 
 指定管理者・ 

 市（施設所管課） 

指定管理者自身による自己評価を行う。 

施設所管課は、指定管理者による自己評価を審査

するとともに、施設所管課の立場から評価する。 

二次評価 
 指定管理者 

 評価委員会 

一次評価が適正であるかを審査するとともに、よ

り客観的・俯瞰的な視点から公平・公正に評価し、

評価結果を市長に報告する。 

最終評価  市長 
二次評価を受けて市としての最終評価を決定し、

指定管理者に通知する。 

 

※指定管理者制度導入施設のうち、下清戸集会所については、地域住民から構

成される下清戸地区自治会が管理しており、指定管理料を支出していないた

め評価対象から除外する。 
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６．最終評価の実施頻度 

 

 モニタリングは毎年度終了後に行うこととするが、最終評価まで実施する頻

度は次のとおりとする。指定期間が５年間の場合、最終評価まで実施するのは

原則として３回となる。 

なお、指定期間終了後、引き続いて指定管理業務を行わない場合、最終年度

の管理運営実績については、翌年度一次評価のみ実施する。 

 

 ※指定管理者評価委員会による評価の時期（指定期間が５年間の場合） 

年 次 モニタリング 備考 

初年度 
－ 

（運営実績がないため評価不能） 

前年度から引き続き指定管理業務を

行っている場合、一次評価のみ行う。 

２年目  最終評価まで 
初年度の管理運営状況を調査し、課題

を抽出する。 

３年目  原則として一次評価のみ 下記（※）参照 

４年目  最終評価まで 抽出した課題の改善状況を確認する。 

最終年度 
 最終評価まで 

 （最終総合評価） 

４年間の管理運営実績を踏まえた最

終総合評価を行う。 

 

（※）３年目は、 

①「前年度の最終評価がＢ以上である」 

②「当年度の一次評価（自己評価・所管課評価）の全評価項目がＢ以上である」 

 以上２つの条件を満たす場合は一次評価のみ実施することとする。ただし、

市長が必要と認める場合は、最終評価まで実施することとする。 

 

 なお、各年度の最終評価は市ホームページ等で公表することとするが、一次

評価（自己評価・所管課評価）は市長の評価ではないため、外部への公表は行

わない。 
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７．モニタリングの手順 

 

（１）一次評価（指定管理者及び施設所管課による評価） 

 

 ① 指定管理者が行うこと 

 

 ・モニタリング対象年度の事業計画書の提出 

 

 ・モニタリング対象年度の事業報告書の提出 

 

 ・各種資料の提出 

  利用者アンケートや第三者評価の報告書など、モニタリングの資料となり 

  うるもの。アンケート結果等は適宜集計すること。 

 

 ・「令和○○年度事業 一次評価シート（指定管理者用）」の作成 

  「【別紙１】指定管理者モニタリング 令和○○年度事業 一次評価シート 

  （指定管理者用）」を記入し、自己評価を行う。 

 

 ② 施設所管課が行うこと 

 

 ・施設管理について監査 

  指定管理者が法令や条例等を遵守しているかを監査する。必要に応じて指 

  定管理者とのヒアリングや実地調査を行う。 

 

 ・資料の審査 

  指定管理者から提出を受けた各種資料に不備がないかを審査する。 

 

 ・指定管理者による自己評価の審査 

  指定管理者が作成した「【別紙１】指定管理者モニタリング 令和○○年度  

  事業 一次評価シート（指定管理者用）」が適正に作成されているかを審査 

  する。 

 

 ・「令和○○年度事業 一次評価シート（施設所管課用）」の作成 

  「【別紙２】指定管理者モニタリング 令和○○年度事業 一次評価シート 

  （施設所管課用）」を記入し、施設所管課の視点から評価を行う。指定管理 

  者による自己評価と乖離がある場合、その理由を調査する。 
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（２）二次評価（指定管理者評価委員会による評価） 

 

 下記の職員で構成する指定管理者評価委員会を設置し、二次評価を行う。 

 

※指定管理者評価委員会 

委員長 経営政策部長 

副委員長 総務部長 

委員 未来創造課長 

委員 財政課長 

委員 総務課長 

委員 その他市長が必要と認める者 

 

 

 ・一次評価（指定管理者、施設所管課）の審査 

  指定管理者及び施設所管課が作成した「令和○○年度事業 一次評価シー 

  ト」が適正に作成されているかを審査する。 

 

 ・施設所管課に対するヒアリング 

  指定管理者の管理運営状況について、施設所管課に対してヒアリングを行 

  う。ヒアリングの他、必要に応じて各関係者からの意見聴取や実地調査も 

  行う。 

 

 ・「令和○○年度事業 二次評価シート（指定管理者評価委員会用）」の作成 

  上記のヒアリング等を通じて、「【別紙３】令和○○年度事業 二次評価シ 

  ート（指定管理者評価委員会用）」を作成し、客観的・俯瞰的な視点から公 

  平・公正に評価を行う。 

 

 ・二次評価の結果を市長へ報告 

  二次評価を市長に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

（３）最終評価（市長による評価） 

 

・最終評価 

 二次評価を受けて市長による最終評価を決定する。 

 

・指定管理者に通知 

 最終評価の結果を「【別紙４】令和○○年度事業 最終評価」の形式で指定管 

 理者に通知する。 

 

・改善指導 

 モニタリングの結果、指定管理者による管理運営に改善の必要があると認め 

 られた場合、「【別紙５】改善指導書」を作成して当該指定管理者に通知する。 

 改善指導を受けた指定管理者は、「【別紙６】改善計画書」を作成して市長に 

 提出することとする。 

 なお、管理運営上の課題を指定管理者が認識しており、改善計画を策定して 

 いる場合、市長は改善指導を省略することができる。 

 

 

８．評価の区分・基準 

 

（１）評価の区分 

  

・一次評価（指定管理者、施設所管課） 

 モニタリングにおける評価の区分は、下記の４区分とし、「（２）評価の基準」 

 に沿って評価項目ごとに評価する。 

 

区分 評価項目 

Ⅰ．市民サービス  ４項目（【別紙】評価シートのとおり） 

Ⅱ．事業展開  ６項目（   〃   ） 

Ⅲ．施設管理・体制  ６項目（   〃   ） 

Ⅳ．収支等  ４項目（   〃   ） 

 合計２０項目 
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・二次評価 

 二次評価は、評価項目ごとに評価を行った上で、より総合的な観点から、区 

 分ごとの評価を行う。 

 

・最終評価 

 最終評価は、総合的な観点から、区分ごとの評価を行う。 

 

 

（２）評価の基準 

 

 各評価は、以下の基準に沿って評価する。 

 

評価 基準 備考 

ＡＡ 

計画書等に基づく管理を行ったことに加え、独自性のある

取り組み・事業展開を行い、成果を得た。また、その成果

に対し、利用者・第三者等から高い評価を受けた。 

（計画書に掲載されているものについても、独自性のある

ものは評価対象とする。） 

根拠資料の

添付が必要 

Ａ 

計画書等に基づく管理を行ったことに加え、独自性のある

取り組み・事業展開を行い、成果を得た。 

（計画書に掲載されているものについても、独自性のある

ものは評価対象とする。） 

根拠資料の

添付が必要 

Ｂ 計画書等に基づく管理を行った。  

Ｃ おおむね計画書等に基づく管理を行ったが不備がある。  

Ｄ 
計画書等に基づく管理ができなった。 

（指定管理者に責任があるもの。） 
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（３）総合評価の基準 

 

・一次評価（指定管理者、施設所管課） 

 評価項目別の得点（ＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点） 

 を合計した総合得点を基準とし、その他条件等を勘案して決定する。 

 

総合評価 

（一次評価） 

総合得点 

（１００点満点） 
その他条件 

ＡＡ ７０点～ 全２０項目においてＣ及びＤがない。 

Ａ ６５点～ 全２０項目においてＣ及びＤがない。 

Ｂ ６０点～ 全２０項目においてＤがない。 

Ｃ ５５点～ － 

Ｄ ～５４点 － 

 

・二次評価及び最終評価 

 区分別の得点（ＡＡ：２５点、Ａ：２０点、Ｂ：１５点、Ｃ：１０点、Ｄ： 

 ５点）を合計した総合得点を基準とし、その他条件等を勘案して決定する。 

 

総合評価 

（二次評価・ 

 最終評価） 

総合得点 

（１００点満点） 
条件 

ＡＡ ８０点～ 全４区分においてＣ及びＤがない。 

Ａ ７０点～ 全４区分においてＣ及びＤがない。 

Ｂ ６０点～ 全４区分においてＤがない。 

Ｃ ５５点～ － 

Ｄ ５５点未満 － 

 

 

９．評価結果の利活用 

 

 指定管理期間の最終年度に行う最終総合評価の結果を、次期指定管理者選定

の際に活用することとする。最終総合評価が優良であった場合の加算等につい

ては、公平性・競争性の担保及び市の説明責任等を鑑みながら行うこととする。 


